
- 1 - 

第９回阿蘇地域医療構想調整会議 議事録 

日 時： 令和４年（２０２２年）１１月１日（火）１９時００分～２１時１５分 

会 場： 阿蘇地域振興局２階大会議室 

出席者：＜委員＞ １４人  

＜熊本県阿蘇保健所＞ 

小宮所長、松井次長、佐藤総務福祉課長、宮﨑主任技師 

＜熊本県健康福祉部＞ 

医療政策課 朝永主幹、村崎参事 

随行者：３人 

オブザーバー：１名 

 

○開会 

（阿蘇保健所・佐藤総務福祉課長） 

ただ今から、第９回阿蘇地域医療構想調整会議を開催します。 

阿蘇保健所の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 

まず、資料の確認をお願いします。 

上から、会議次第、出席者名簿、配席図、阿蘇地域医療構想調整会議設置要綱、熊本県

地域医療構想、意見・提案書、左上に【統一様式】と書かれている資料、診療所の表が記

載されたＡ３横の１枚ものの資料、以上１部ずつお配りしております。 

また、資料１から７については、事前にお送りして、本日お持ちいただくこととしてお

りましたが、不足等ございましたらお知らせください。 

 

なお、本日の会議は、「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき公開とし、傍聴

は、会場の都合により１０名までとしています。 

また、会議の概要等については、後日、県のホームページに掲載し、公開する予定とし

ております。 

それでは、開会にあたり、阿蘇保健所長の小宮から御挨拶申し上げます。 

 

○あいさつ 

（阿蘇保健所長・小宮所長） 

 皆さん、こんばんは。 

阿蘇保健所の小宮です。 

阿蘇地域医療構想調整会議は、今回が第９回になりますが、前回第８回は令和元年１２

月に開催されておりまして、約３年ぶりの開催になります。 

また、私にとりまして、阿蘇で初めての調整会議になります。 

これまで地域医療構想は、将来の医療提供体制の確保に向け、地域での検討・議論や分
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化・連携の取組みを進めてまいりました。 

コロナ禍でも、地域医療構想の基本的な考え方は変わっていませんが、今般の新型コロ

ナウイルス感染症の流行により、地域医療の課題が見えてきたと考えています。 

新型コロナウイルス感染症の入院診療では、通常の医療と異なり、圏域内での完結が求

められましたが、阿蘇圏域では、医療機関のご尽力により、高度医療を除き、地域住民の

入院診療を圏域内で行うことができました。 

今後も引き続き、質の高い医療の提供を維持できるよう、圏域内での分化・連携の取組

みをさらに進めていければと考えております。 

本日は、報告事項として、「小国公立病院の具体的対応方針の再検証について」など、

また、協議事項として、「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域医療構想の進め

方について」を予定させていただいています。 

将来の医療提供体制の確保に向けた協議を着実に進めたいと考えておりますので、活

発な意見交換を賜りますようよろしくお願いします。 

 

（阿蘇保健所・佐藤総務福祉課長） 

阿蘇地域医療構想調整会議の委員につきましては、阿蘇地域医療構想調整会議設置要

綱第３条の規定に基づき、医療及び介護関係者、医療保険者その他の関係者等で構成する

こととしており、それぞれを代表する機関に委員を推薦いただき、御就任いただいており

ます。 

委員の皆様の御紹介につきましては、時間の都合上、お手元の出席者名簿ならびに配席

図にて代えさせていただきますが、本日は、前回の調整会議以降、新たに委員になられた

方について御紹介させていただきます。 

阿蘇郡市医師会の片山委員、阿蘇郡市医師会で小国公立病院の片岡委員、阿蘇郡市医師

会の辻委員、阿蘇郡市医師会の吉見委員、県看護協会の井委員です。 

地方職員共済組合熊本県支部の上塚委員につきましては、代理で、塔本様に御出席いた

だいております。 

以上が新たに委員になられた方の御紹介になります。 

なお、本日は阿蘇市町村会の草村委員が御欠席でございます。 

 

それでは、次第に沿って、本会議の議長・副議長の選出に入ります。 

阿蘇地域医療構想調整会議設置要綱第４条第２項の規定に基づき、議長及び副議長は、

委員の互選によることとしておりますので、ここで委員の皆様方から議長及び副議長の

御提案等はございませんでしょうか。 

もし、御提案がないようでしたら、事務局から御提案いたします。 

平成２９年度より阿蘇地域医療構想調整会議において、計８回の協議を行っていただ

きましたが、その際は議長を阿蘇郡市医師会の平田（前）会長に、副議長を阿蘇医療セン

ターの甲斐院長にお願いしておりました。その経緯を踏まえまして、議長を上村会長に、
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副議長を甲斐院長にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（阿蘇保健所・佐藤総務福祉課長） 

御承認いただきましたので、上村会長、甲斐院長には、議長、副議長の席に移動をお願

いします。 

それでは、設置要綱に基づき、この後の議事の進行を議長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

（上村議長） 

改めまして、こんばんは。 

御承認いただきました阿蘇郡市医師会、阿蘇立野病院の上村でございます。 

一言お話ししたいと思いますが、この地域医療構想調整会議というのは２０１７年の

７月に第１回の会議が行われ、５年が経過しました。元々は２０２５年の医療体制や必要

病床数を策定しながら、各医療機関の自主的な取り組み、そして医療機関相互の話合いに

よって体制を築いていこうというのが会議の目的だったと思います。５年以上経つと色々

な所で色々な話を聞き、この会議自体が在り方を含め、良いところもあれば、悪いところ

もあるという風に伺っています。これまで通り、コロナ禍ではありますが、ウィズコロナ

ということで、阿蘇地域の課題等について、どうやって体制を確保していくのか、しっか

り議論していただきたいと思います。御出席の皆さまには大局的な、俯瞰的な視点から忌

憚のない御意見を頂戴したいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の次第に沿って会議を進めます。 

まずは報告の１、小国公立病院の具体的対応方針の再検証について、事務局から説明後、

小国公立病院から現時点での検討状況等について御報告いただきます。それでは、事務局

から説明をお願いします。 

 

１ 小国公立病院の具体的対応方針の再検証について 
【資料１－１】 

【資料１－２】 

 

（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

阿蘇保健所の宮﨑です。  

報告①の１小国公立病院の具体的対応方針の再検証について経緯等を説明いたします。 

資料１－１をお願いします。 

 

まずは、これまでの地域医療構想に関する経緯について、２ページをお願いします。 
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２０２５年に団塊の世代が７５歳以上となるなど、人口構造が大きく変化していくこ

とに伴い、医療・介護ニーズが変化・増大する中、限られた医療資源で質の高い医療を効

率的に提供できる体制を実現することが求められています。 

本県においては、そのような医療提供体制の実現に向けて、平成２９年３月に熊本県地

域医療構想を策定し、高度急性期、急性期から、回復期、慢性期、在宅医療、介護に至る

まで切れ目なく、また過不足なく医療を提供できる体制を確保するため施策を進めてい

くこととしました。 

こうした施策を進めていくに当たって、人口構造の変化の見通し等を考慮し、一体の区

域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認めら

れる区域を構想区域として設定し、構想区域ごとの医療機能等の現状や将来の人口構造、

医療需給推計等を把握するとともに、将来の医療提供体制を実現するための方向性の共

有を図ってきました。 

阿蘇構想区域においても、人口構造の変化の見通し並びに将来の病床数及び在宅医療

等の必要量等を考慮し、それぞれの医療機関が担う役割を明確化するための協議を重ね

てきました。 

次の３ページにも記載しておりますが、令和２年１月１７日厚労省通知により、構想区

域の実情に応じた公立・公的医療機関の役割等の再検証を実施するよう要請があり、県内

でも、小国公立病院を含む６病院が対象となりました。 

これを踏まえて、小国公立病院の具体的対応方針の再検証に係る阿蘇地域での取組に

ついて４～６ページに記載しています。令和２年度には関係市町村や医療機関等の関係

機関会議を開催し、令和３年度以降は、小国公立病院・阿蘇医療センターの院長協議、ワ

ーキンググループを開催する等、協議を進めてきました。 

今後の予定を参考として記載していますが、今回、再検証への対応状況について、小国

公立病院から御報告いただきます。今年度２回目の調整会議において協議を完了する必

要がありますので、調整会議前に関係首長を交えた意見交換会等が開催される予定です。

このスケジュール等については、後ほど小国公立病院からも御説明いただきます。 

事務局からの説明は以上です。  

 

（上村議長） 

ありがとうございました。続きまして、小国公立病院から御報告をお願いします。 

 

（小国公立病院 片岡委員） 

 皆さん、こんばんは。 

小国公立病院の病院事業管理者の片岡でございます。資料１－２をお願いいたします。 

先程事務局からも御説明がありましたように、令和２年の厚生労働省の公的医療機関の

再検証リストに当院が挙がってしまいました。その後、阿蘇医療センター、県医療政策課、

阿蘇保健所、そして多くの関係者の方々に御協力いただきまして、何度も当院の具体的対
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応方針について議論を重ねてきたところでございます。阿蘇地域医療構想調整会議の今

年度の３月までの課題として、小国公立病院の阿蘇圏域内での役割を再度定義させてい

ただき、阿蘇圏域内で当院が代替不可能な機能を担っていることを示し、委員の皆さまに

合意いただくことが、当院の存続のために必要な状況となっております。 

最終的には今年度末の調整会議で阿蘇圏域としての合意形成をしていただくことにな

りますが、本日はそのプロセスとして中間報告を行わせていただきまして、３月に提示す

る具体的対応方針に対する皆さまの御意見を伺えればと思います。皆様の御協力・御高配

のほどよろしくお願いいたします。 

それでは１枚目をお願いします。この一連の会議は２０２０年の１２月、坂本前院長の

時に始まったものです。その後、私と堀江院長が病院を引き継ぎまして、度重なる新型コ

ロナウイルス感染症の波が押し寄せ、何度も延期が続いている状況です。一方で、コロナ

の波が来る度に公的病院の社会的役割がより露わに示されてきているというのも事実で

はないかという風に考えています。 

１ページめくってください。２０２２年度の地域医療構想スケジュールになります。先

程事務局からも説明がありましたけれども、本日中間報告をしまして、３月までに合意形

成していただくという流れになります。 

次のページをお願いいたします。こちらは県からいただきました阿蘇圏域の課題とい

うことになります。皆さんご存じのとおり、熊本県の中で最も医療リソースの少ない圏域

ということが示してあります。ご存じのことと思いますので、目を通していただければと

思います。 

次のページに、阿蘇医療センターの機能と書いてありますけれども、医療リソースが乏

しい阿蘇圏域では、公的病院の役割が非常に大きく、阿蘇医療センターと小国公立病院が

協力しながらこの圏域を支えていくという姿勢が重要ということで、それぞれの病院の 

機能を示していきます。 

 まずは阿蘇医療センターですけれども、阿蘇圏域内での５疾病５事業+２事業とありま

すけれども、その政策医療の多くの部分を担っていただいています。今回、当院が再検証

リストに挙げられた理由はこの５疾病５事業の実績が少ないということだったんですけ

れども、人的リソースが少ないこの阿蘇圏域では、政策医療に関する機能は阿蘇医療セン

ターとの連携により圏域内で協力して完結する方が効率良いと考えています。 

 次のページをお願いします。小国公立病院の機能を再定義しています。再定義と書いて

おりますけれども、現在担っている機能をそのまま言語化しているということになりま

す。 

上の方から地域医療に必要なキーワード「well-Ｂeing」「プライマリ・ケア」「予防事

業」というものを挙げています。この点は医療政策を中心とした５疾病５事業とは少し異

なる切り口になっているのではないかと思っています。その下、「プライマリ・ケアの機

能」を、入院、外来、訪問と分けて列記しております。地域包括ケアシステムとして、医

療介護、地域包括ケアシステム、そして、地域密着型の医療やケアを提供する地域の中核
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病院としての役割をこの図１枚で表現しています。 

次のページをお願いします。続きまして、入院、外来、救急について述べております。

入院に関しましては、現在、阿蘇医療センター、小国公立病院の両院とも急性期一般病院

と地域包括ケア病床を持っておりまして、さらに新型コロナウイルス感染症患者の入院

受入れの即応病床を確保しています。 

外来は大学や県からの非常勤の医師の派遣により、機能を補いながら地域ニーズを両

院とも満たしているという状況です。 

救急は阿蘇医療センター、小国公立病院ともに地域の二次救急を担う病院として、地域

の救急車のほとんどを一旦救急外来で受入れて、そこでトリアージを行いまして、９割以

上の救急車を自院で処理しているという状況です。 

ページをめくってください。次に小国公立病院の特記すべき機能を４つ挙げています。

①新型コロナウイルス感染症の重点医療機関、②小国郷医療福祉あんしんネットワーク、

③在宅医療サポートセンター、④教育・研修というのを挙げています。それぞれ当院の実

績がある程度以上の評価をいただいているものと考えている事項であります。 

次のページをお願いします。人口の推移、地域の医療ニーズと必要病床数の検討をまと

めています。まず人口の推移は県調査をもとに作成しています。一番左側２０１５年から

２０３０年の１５年間で阿蘇市は１６％の人口減少、小国町と南小国町を併せた小国郷

では２２％人口が減少すると言われています。 

次のページをお願いします。病床数を検討していくうえで人口減少と医療需要、介護需

要の推移は重要と考えます。これは日本医師会の地域医療情報システムからデータをと

ったものですが、２０３０年まで阿蘇市の医療需要、介護需要は変わらないとなっていま

す。しかし、下にあるように病床数はすでに１７％も減少しています。 

小国郷の医療需要は１５年間で１５％減少し、介護需要は変わりません。しかし、病床

数はすでに２２％減少しているというようなデータがあります。 

次のページにまとめています。阿蘇圏域全体ですが、医療リソースが元々少ないにもか

かわらず、医療・介護のニーズの減少よりも先に病床数が減少しており、どちらかといえ

ば、地域ニーズを支えるための病床数を確保しておく方に注力すべきである地域のフェ

ーズに来ていると考えられます。 

そこで、阿蘇圏域としての両病院の必要病床数の案を以下のとおり示してみました。ま

ず阿蘇医療センターは、現在の病床数を変えずに阿蘇圏域の政策医療を担う中核病院と

しての機能を維持していただく、そして小国公立病院は、北部の地域密着型の医療機関と

して必要病床数を８床減の６５床とし、確保できた空きスペースを有事にも平時にも目

的に応じて使用できる多目的スペースとして確保することにより、この地域密着型多機

能病院としてポストコロナの新しいロールモデルを示していくことを提案したいと考え

ています。 

次のページをお願いします。阿蘇圏域には北部、中部、南部と３つのエリアがあります

が、それぞれ生活圏が分かれており、生活に密着している医療やケアは自立分散処理した
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方が良いと考えています。集約しない方が良く、それぞれのエリアで完結した方が良い機

能を示しております。 

次のページをお願いします。先程申しましたように外来機能に関しましては、マンパワ

ーが不足しておりますので、熊本大学や県の地域医療ネットワークにより非常勤の医師

を送っていただくことによりニーズを満たしております。集約可能なものは圏域で集約

すべきと考えますが、それぞれのエリアによるニーズは比較的多く集約化するメリット

とデメリットを診療科ごとに検討していく必要があると考えています。これは現場のニ

ーズに合わせて、毎年のように検討していくものになると考えています。 

次のページをお願いします。救急患者受入れに関して議論を行いました。令和元年から

令和３年までの受け入れ数では、阿蘇医療センターに阿蘇圏域の５０％以上の救急車を

受入れていただいていますが、北部の救急車はほとんど小国公立病院が受け入れており、

北部の救急車まで阿蘇医療センターに受け入れていただくのは非現実的であるという結

論に達しています。 

次のページをお願いします。次に限られたリソースを有効利用するために今後集約化

していった方が望ましいものを挙げています。すでに集約されて連携しているもの、今後

検討中のものを列記しています。小国公立病院は、プライマリ・ケアや地域包括ケアシス

テムの構築、在宅医療等を得意分野としていますので、それをモデル化して横展開してい

くような役割を担ってはどうかと考えています。 

最後に再検証についてまとめています。２０１９年９月に厚生労働省より発表された

再編・統合について特に議論が必要な病院として小国公立病院が挙げられました。２０１

７年のある時期に５疾病６事業についての診療実績が少なかった事が、リストに挙げら

れた理由でありました。小国公立病院は、阿蘇圏域北部エリア唯一の病床を持った病院で

あり、入院可能な近隣の病院までは、２０km 以上離れています。病院の機能としては、

地域密着型多機能病院であり、二次救急機能、プライマリ・ケア、地域包括ケアの中核を

担っている中規模の病院であります。新型コロナウイルス感染症への対応、ワクチン接種

も地域の主的役割を果たしています。小国郷エリアのクリニックは現在３つですが、その

うちの１つが閉院予定であり、小国公立病院が担う医療機能がより重要になってきてい

ます。５疾病６事業については、主に高度急性期病院との連携により治療を行っており、

小国郷エリアから他病院へ紹介を行うハブ機能とその後の回復期、慢性期の管理を担っ

ています。今回の厚労省の分析基準は、地方で必要とされる病院機能とは切り口が異なり、

小国公立病院は再編・統合が不可能な地域唯一の病院です。この事は新型コロナウイルス

感染症に対して、当院が地域で果たした役割をみて頂いても明らかであると思っていま

す。２０２２年の時点で阿蘇圏域の５疾病６事業における小国公立病院の役割と連携の

内容は別紙のように定めました。小国公立病院は、以前は手術や、ＩＣＵ機能をもった部

屋があり急性期病院として機能していたが、現在はサブアキュート機能、ポストアキュー

ト機能、プライマリ・ケア機能、地域包括ケアシステムを担う機能が主になっています。

また、医療需要・介護需要の減少に合わせて、２０４０年までに、地域の病床数を１０%
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程減らしていく必要があるが、２０１５年以後、地域の病床数は既に２２%以上減少して

おり、地域の医療機能を当院で維持する事の方が先決であると考えています。以上、阿蘇

圏域での再検証の結果、小国公立病院には他院では代替不可能な重要な地域医療の機能

を担っており、阿蘇圏域の他病院と統合することは望ましくないと考えております。小国

公立病院は、小国郷エリアのプライマリ・ケアを担う事を主なる目的とした病院として、

他エリアの病院と連携・協調しながら、存在し続ける事が地域にとって必須であり、むし

ろ、今後、安心・安全に住み続けられる地域を維持する為には、必要とされる機能に合わ

せた病院の改修・建替えを含めた地域の医療機能維持の為の積極的存続が望ましいとい

う結論を地域で出していただきたいと、本日皆様にお願いしたところであります。なお、

小国公立病院と阿蘇医療センターで連携して、重点支援区域の指定を受けるかどうかは、

現在検討中です。 

次のページをお願いします。積極的存続について少し述べております。小国郷の地域に

必要とされている機能は、急性期機能よりも回復期機能です。ただし急性期、サブアキュ

ートの地域ニーズは常に存在しています。地域包括ケア病床のうちの７割程度は回復期

患者ですが、３割は急性期患者を診ているという状況です。新型コロナウイルス染症の中

等症までの患者受入れ体制を整え、阿蘇圏域北部エリアの感染対策を当院で担う事がで

きたことは、地域で一定の評価となっています。さらに、新型コロナウイルス感染症患者

が多発していた他圏域の患者の受け入れも行い、県内の公的病院としての一定の機能を

果たす事ができたと考えております。小国公立病院の病棟ベッドを減らす事により、余白

のスペースを院内に作ることができれば、新興感染症への対応を含めた多目的に利用で

きるスペースが確保できます。平時には、地域コミュニケーションや子育て・教育を含め

た全世代に対する包括的ケアも提供できるように、病院デザインを工夫したいと思って

おります。小国郷地域は県内でもユニークな地域包括ケアシステムを実践している地域

であり、地域医療・地域ケアの実習や研修を積極的に受け入れています。地域医療、総合

診療、家庭医、プライマリ・ケアなどを研修するにふさわしい教育リソースを提供できる

県内でも数少ない地域として、熊本大学や他の地域の病院の学生や研修医から一定の評

価を受けております。外来機能は地域ニーズを把握しながら、医療リソースを阿蘇圏域内

でシェアする必要がでてくるかもしれません。今後の人口分布の変化と民間のクリニッ

ク・介護施設等の減少を見越し、未来に必要な機能を予測し、将来的には、地域ニーズに

合わせた機能を備えた病院の改修又は建替えを検討することが地域にとって必要なこと

であると考えています。 

次のページをお願いします。今回小国公立病院の診療実績が少ないとされました、これ

が５疾病６事業プラス在宅医療の政策医療を当院が北部エリアで地域密着型病院として

どのような役割を担っていくかをマインドマップでまとめています。地域中核病院とし

て求められる包括的な機能を、マンパワーが少ない中で、連携により工夫して担っている

ことがこの一枚で分かるのではないかと思います。 

以上が用意した資料ですけれども、小国郷で当院が提供している医療は完全に完結し
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ているものではないので、阿蘇圏域内や熊本県内の医療機関と連携をとりながら超急性

期の医療につなぐことも必要とされている役割であります。しかしながら、地域にとって

より重要な当院の役割は、小国郷の生活や文化の背景を理解している専門職が地域の生

活に寄り添った地域密着型の医療やケアを自立して提供していくことと考えています。

この自立分散協調型の医療提供体制をしっかり当院が維持していくということが、少子

高齢化が進み、医療リソースが減少している小国郷の医療とケアの質を保つためには非

常に重要であると考えています。 

３月に行われる調整会議では、小国公立病院の機能定義の合意に向けて今回の内容の

議論をお願いしまして、積極的存続に向けて皆様のお力添えをいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

 

（上村議長） 

片岡先生、ありがとうございました。 

ただいまの御発表に関して委員の皆さまから、御意見、御質問等があればよろしくお願

いします。 

今の発表は、小国郷における医療需要と比較して病床数は減っているとのことで、需要

より先に病床数が落ち込んでいるという実態があるということと、集約化が望ましいも

のと集約化が望ましくないものについてのお話しがありました。 

 最近、都市部では、集約化による非効率ということが特に言われておりまして、都市型

に比べて、地方は人口減少あるいは高齢化に伴い、都市の医療よりも先に進んでいます。

そのため、片岡委員が説明された自立分散協調型は、非常に今後日本の都市も目指してい

く感じになると思います。非常に素晴らしい発表だったと思います。 

 同じ小国郷の辻委員は何か御意見、御質問はありますか。 

 

（辻委員） 

 小国郷の南小国町で診療所をやっています。蓮田クリニックの辻と申します。 

片岡先生の発表は本当に力強い思いをいたしました。私どもは２４時間毎日お願いし

て頼っている診療所ですので、今のような発表をしていただきますと、それが実現できれ

ば本当に助かるという思いでいっぱいです。 

夕方以降に、例えば阿蘇市一の宮や高森町から、県のコロナの相談窓口へ受診相談の電

話をすると、たまたまですが、南小国町の蓮田クリニックに行ってくださいと案内をされ

ています。阿蘇の南東部のところからですが、もちろん患者は受け入れますが。逆も同じ

で、小国郷の患者を阿蘇市一の宮の方まで、この時間に発熱外来へ行ってくださいという

ことになった場合、どういうことを考えるか御想像いただいたら分かると思います。発熱

患者に外輪山を登って降りたりして、本当にそれで良いのかと思うわけです。 

そういった地図上でみる阿蘇の医療圏というのは、近い遠いだけではなく外輪山があ

るので、もっと有機的に立体的に把握していただきたいというのが一診療所としての意
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見です。また、同じ阿蘇の医療圏ですけれども、小国郷は外輪山という非常に特異な立体

的な地理的な条件をもっておりまして、同一に論じることができない医療圏だと思いま

す。そのため、小国郷には過不足なくというより、十分以上に今の医療リソースを増して

いければと、一診療所の院長としては思う次第です。以上です。 

 

（上村議長） 

 ありがとうございました。他に何か御意見、御質問はありませんか。 

 そもそも、この地域医療構想というのは、過疎地の医療を存続するためのものだと作っ

た先生ご本人からうかがったことがありまして、その場合、今の議論はまるで逆ですね。

小国公立病院さんの働きを知っている私どもとしては、過疎地の医療を存続するために

は無くてはならない存在であると強く思っています。おそらく皆さまも同じようにお思

いなのではないかと思いますが。 

 甲斐先生、何か御意見をお願いいたします。 

 

（甲斐副議長） 

 阿蘇医療センターの甲斐です。まず、片岡先生ありがとうございました。 

話をする前に確認しておきたいことが一点ありまして、資料１－１の４ページ、これが

今回の小国公立病院をどのようにしていくか起点になった会議です。本日参加されてい

る委員の半数が当時から入れ替わっておりますので、確認させていただきます。 

令和２年１２月２２日に会議がありましたが、この時に県から指示をいただいたのが、

小国公立病院が再検証要請対象医療機関の６つのうちの１つに挙がってしまったので、

この圏域の地域医療構想で話し合わなければいけない中で、医療リソース少ない医療圏

なので、公的な２つの医療機関で話し合ってくださいと提案がありました。この時に県か

ら案内いただいたことで大事なのは、首長さん（阿蘇市長、小国町長、南小国町長、産山

村長）が入っています。産山村は常設の医療機関が一つもなく、常勤医がいない地区なの

で、当院や小国公立病院から応援に行っているため、お声がかかったのではないかと思い

ます。阿蘇地域医療構想で小国公立病院の機能をどうするか、最終結論を出しなさいとい

う提案があり、これが一番大事な会議かなと思います。 

その中で、今後のスケジュールを後で話されると思いますけど、６ページですが、調整

会議を開催する前の１０月５日にワーキンググループを開きました。そこで提案したの

が、今年度末の第１０回地域医療構想調整会議が開かれて、そこで最終合意が行われると

思うのですが、公的医療機関なので首長さんの合意、同意を得ておく必要があると思いま

す。第１０回地域医療構想調整会議の開催前に令和２年と同様の首長さんが入った会議

を開催していただき、小国公立病院の重要さを首長さんに知らせ、認めていただくことが

大事かなという提案です。 

あともう一つは後で話します。 
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（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。他に何か御意見、御質問はありますか。 

 

（荒尾委員） 

阿蘇温泉病院の荒尾です。片岡先生、本当にしっかり分析いただいて、ありがとうござ

いました。昨日、私も小国公立病院で外来診療しましたけれども、わざわざ阿蘇市まで受

診ができず、ほんとに小国にあってよかったと、患者さんが何人も述べられます。辻委員

の意見と重なる部分はありますけれども、やはり小国公立病院は小国に無くてはならな

いと強く思いましたので、意見として述べさせていただきます。以上です。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。他に何か御意見、御質問はありますか。 

 今回の意見交換等で出た意見を踏まえて、今後の再検証を進めてください。 

 

（医療政策課・村崎参事） 

 議長、よろしいでしょうか。県の医療政策課の村崎と申します。いつもお世話になって

おります。 

先程、甲斐副議長の方から、御発言のありました、今後、第１０回の地域医療構想調整

会議の前に、首長さんを交えた意見交換会を開催してはどうかという御意見をいただき

ました。開設者である首長さん方の認識も共有したうえで、さらに、この調整会議の皆さ

まの御同意をいただきつつ、地域でしっかりと結論を出していきたいと我々も考えてお

りますので、３月の調整会議の前の２月頃になるかと思いますが、令和２年の会議と同様

の市町村長を交えたメンバーで、意見交換会という形で開催しまして、しっかりと方向性

を認識、共有していきたいと考えております。以上です。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございました。甲斐先生、よろしいですか。 

 

（甲斐副議長） 

 もう一点、資料１－２の「外来非常勤医師外来機能」の一覧表を見てください。これは

どういうものかというと、熊本大学を中心に専門医に来ていただいて、当院も小国公立病

院も外来診療を担っていただいています。この仕組みの一つとして、熊本大学の中にネッ

トワーク寄付講座というものを作られており、そこに所属している特任助教等の医師達

が、地域の病院へ行って、特殊外来をしていただいています。もう一つが、地域枠という

奨学貸与金を受けた医師達が、医学部卒業後９年間は地域の病院働くという制約がある

のですが、そのうち２年間が、当院や小国公立病院、上天草総合病院等地域の病院に２年

間就労しないといけないという制約があります。それともう一つが自治医科大学の卒業



- 12 - 

生がそれぞれ地域の病院で働くことになります。このように県のお金をいただいて働い

ている医師が自治医科大学の卒業生、地域枠、それから熊大を中心としたネットワーク寄

付講座の３種類あり、地域を支えていただいているという現状があります。これに関して

も、熊本大学のネットワーク寄付講座から、地域の特性を担って、地域のなかでどれくら

い必要なものがあるか示す地域には、大学の方から医師を派遣できると言われています。

今までは、それぞれの病院が単独で派遣依頼する状況が続いていたのですが、それも一緒

に話し合いながら、例えばこちらのほうは余計に来ている、二つの病院に余計に来ている

のであれば少し数を減らすとか、足りない外来は逆にお願いするとか、そういった話し合

いをしっかり行っている地域に大学のネットワーク寄付講座を介した医師は優先的に派

遣すると言っていただいていますので、知っておいていただければと思いました。以上で

す。  

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございました。他に追加はございませんか。 

 

 特にないようでしたら、続きまして、議事の２、新型コロナウイルス感染症を踏まえた

地域医療構想の進め方について、協議を行います。 

事務局から説明後、質疑応答、委員間での意見交換を行います。その後、合意の有無を

確認しますが、今回は、個別の医療機関に関してではなく、本会議の方針を協議するもの

ですので、皆様の挙手により合意を確認したいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想の 

進め方について 
【資料２】 

（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

阿蘇保健所の宮﨑です。引き続き、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域医療

構想の進め方について説明いたします。「資料２」をお願いします。 

まずは、これまでの地域医療構想に関する経緯について、２ページをお願いします。 

２０１７年３月、平成２８年度末までに、各県で地域医療構想が策定されました。その

後、公立公的医療機関を中心に、具体的対応方針を策定し、協議を進めていただいてきま

した。 

そのさなか、厚労省から、公立・公的医療機関の具体的対応方針の再検証要請があり、

これに当面対応していくなかで、コロナ対応が始まりました。当初、遅くとも２０２０年

秋頃までに再検証せよと示されていたのですが、コロナ感染拡大を受け、２０２０年３月

４日通知で、再検証の期限は、感染状況を踏まえて改めて整理するとされました。 

１２月１５日の検討会で今後の考え方が取りまとめられた後、２０２１年もコロナ拡
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大が止まらなかったため通知はしばらくありませんでしたが、のびのびになっていた再

検証の期限と併せ、２０２２年３月に、今後の地域医療構想の進め方について通知が発出

されたところです。 

阿蘇調整会議での協議内容等は次の３ページにまとめています。 

ここからは、今後の進め方について御説明していきます。４ページをお願いします。コ

ロナを踏まえた国の考え方についてご説明します。こちらは厚生労働省のワーキンググ

ループ資料になります。○の２つ目の下線部にありますように、コロナの感染拡大で、地

域における医療機能の分化・連携などの重要性が改めて認識された、とあります。 

また、○の３つ目で、当面、足下のコロナ対応に全力を注ぐとともに、医療提供体制の

構築に向けた取組みが引き続き必要とされつつ、○の４つ目になりますが、一方で、いま

のようなコロナ禍であっても、人口減少や高齢化は着実に進みつつあり、医療ニーズの変

化や、医療提供側のマンパワー確保、後程ご説明いたします医師の働き方改革への対応が

必要になることを踏まえ、地域医療構想の取組みを引き続き着実に推進する必要がある、

とされております。 

５ページをお願いいたします。コロナのような新興感染症への今後の検討・取組の進め

方が中ほどに記載してございますが、医療法の改正により、再来年度の第８次医療計画か

ら６事業目として追加されることとなりまして、下から２番目の○にありますとおり、感

染拡大時に迅速かつ柔軟に病床や人材の確保ができるよう、平時からの取組等に関し、必

要な対策を検討することとされております。 

７ページをお願いします。今般の感染拡大時の受け入れ体制のイメージですが、左側の

平時における、感染症指定病床で患者を受け入れる体制から、現在は右側に近い状況です

が、感染症指定病床のみならず、一般病床等の一部をコロナ患者受入れに転用したり、マ

ンパワーを活用したりと、感染拡大に併せ、受入れ体制を拡充いただいてきたことを示し

たものになります。今後、このイメージ図のような体制をどの程度あらかじめ具体化して

おくか検討していくことになると考えられます。 

次に、地域医療構想につきまして、８ページをお願いします。人口構造の変化への対応

としまして、地域医療構想の進め方については、コロナの感染拡大を受け、厚労省から改

めて示すとされていましたが、最初の年表で触れましたとおり、今年３月に、都道府県あ

て通知が発出されました。 

９ページをお願いします。３月に発出された厚労省通知の内容になります。これまで、

地域の調整会議において、各医療機関の２０２５年に向けた役割などを順次協議してき

たところでありまして、その後、令和元年度には、公立・公的医療機関の再検証要請もな

され、それぞれ対応してきたところですが、こちらのページの表の項目①基本的な考え方、

一つ目の○の下線部にありますとおり、２０２２年度及び２０２３年度において、民間医

療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこととされました。 

これまでご協議いただいてきた、各医療機関の具体的対応方針について、○の二つ目と

三つ目にありますとおり、コロナの感染拡大で、病床機能の分化連携の重要性が改めて認
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識されたこと、それと、２０２４年度からの医師の時間外労働の上限規制の適用も見据え、

２０２３年度までに再度検証・見直しするよう求められているものでございます。 

また、四つ目の○にありますが、地域医療構想の推進にかかる取組は、病床の削減や統

廃合ありきではなく、各県が地域の実情を踏まえ、主体的に取り組みを進めるものである

と今回明記されています。 

なお、公立病院については、一番下の○にもありますとおり、具体的対応方針として「公

立病院経営強化プラン」を策定して、協議することとされました。 

こちらの通知に対し、県としてどのように対応していくか、１３ページをお願いします。 

今後の取組の方向性として、コロナ禍であっても高齢化や人口減少が進む中、地域医療

構想の実現に向け、コロナ対応を踏まえて確認された医療機関の役割を踏まえながら、地

域での議論の促進、分化連携に向けた取組みを着実に進めていくこととしました。 

１４ページをお願いします。令和４年度の具体的な取組みとして、枠囲みの部分をお願

いします。 

各医療機関での再検証をどのように進めていくかのスケジュールになります。 

まずは、令和元年度に「公立公的医療機関等の具体的対応方針の再検証」の対象となっ

た医療機関、本県では６病院が対象となりましたが、そのうち、協議が済んでいない４病

院を優先的に、地域での協議を行っていくことになります。こちらは、既に具体的な検討

に入ったところ、院内で検討しているところ、それぞれですが、今年度中の地域調整会議

での協議を目指して、検討をさらに進めていきたいと考えております。 

次に、二つ目として、それら４病院以外の、一般病床・療養病床を有する医療機関につ

いても、具体的対応方針の再検証が求められていますので、検証作業、及び、公立病院は

公立病院経営強化プランの策定作業にそれぞれ着手いただくとともに、これまで実施い

ただいてきた協議の進め方に沿って、地域において協議方法や協議順序を決定いただき、

医療機関での検証が済み次第、令和５年度にかけて、順次協議を行っていきたいと考えて

おります。これまで協議いただいてきたように、公立・公的医療機関、政策医療を担う医

療機関を優先的に協議していくイメージになろうかと思います。 

では、２４ページをお願いします。阿蘇調整会議における協議方法の案をご説明いたし

ます。これまでと同様、政策医療を担う中心的な医療機関は、「統一様式」により、その

他の病院と有床診療所は、一覧表を用いて協議する方法にしたいと思います。 

２５ページをご覧ください。今回の新たな留意事項が２点ありますので、「新興感染症

への対応」及び「医師の働き方改革を踏まえた医療従事者確保対策」この点を踏まえた、

統一様式の構成イメージになります。なお、公立病院については、公立病院経営強化プラ

ンで、整理すべき項目が更に設定されています。 

最後に２６、２７ページになります。阿蘇調整会議における協議順序の案です。まずは

再検証要請対象医療機関である小国公立病院、政策医療を担う中心的な医療機関で公立

病院である阿蘇医療センターを今年度中に協議します。その後、令和５年度の１回目で民

間の３病院を協議し、２回目に有床診療所４つの協議を行う、といったスケジュール案と
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なっております。分化・連携の観点からも、政策医療を担う公立・公的医療機関の役割が

先に決まってから、民間病院や有床診療所が自らの役割を検討する流れになろうかと思

います。協議の方法は、先の２４ページでご説明した案により協議いただくことになりま

す。 

資料２の説明については以上となります。 

 

（上村議長） 

 ありがとうございました。 

それでは、協議に入ります。委員の皆さまからの御意見、御質問はありますか。 

特に２４ページと２６ページあたりの協議方法と協議順序ですかね。地域医療構想に関

しては、当然ながらコロナの対応が新しく再開された際には、コロナ対策と働き方改革、

医師偏在問題も入ってくるのではないかと思っていましたが、入っていないんですかね。

コロナの話と働き方改革を踏まえて、また、前回行ったように公立病院と民間病院で発表

して、協議を行い、対応方針決めていくことになります。まずは、公立病院、そして民間

病院、有床診療所という流れになっているというものです。 

 御質問、御意見があれば御遠慮なくお願いいたします。内田先生何かありますか。 

 

（内田委員） 

 大阿蘇病院の内田です。一つだけ質問します。この具体的対応方針の協議方法は良いと

して、政策医療を担う中心的な医療機関の内容はどこに対して発表をすると認識をした

ら良いのでしょうか。県に対してという認識で良いのでしょうか。 

 

（上村議長） 

 阿蘇保健所小宮所長、お願いします。 

 

（阿蘇保健所・小宮所長） 

 ありがとうございます。大阿蘇病院さんについては、救急医療を担っていただいている

という観点から政策医療を担う中心的な医療機関として位置づけさせていただいている

のですが、県に対してというよりは、地域の医療関係者のみならず、その他の方々に対し

てもご提示いただくと考えています。 

 

（内田委員） 

 ありがとうございます。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。他に何かございませんか。甲斐先生お願いします。 
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（甲斐副議長） 

 一点質問をしておきたいのですが、もともとこの地域医療構想が始まったとき、国がそ

れぞれの地域で２０２５年までに病床数、病床機能をどのように持っていくかの、具体的

な数字が示されていたのではないかと思います。阿蘇医療圏だと、人口減少や他医療圏へ

の患者流出を踏まえて、約８７０床を４００床程度にするとあったと思いますが、この数

字については検証しなくて良いのでしょうか。例えば、政策医療を担う医療機関や有床診

療所の役割を発表した後に検証する必要はないのでしょうか。あるいは、あの数字は消え

てしまって、あの時だけの数字なのか、それともあの数字を踏まえて、この調整会議で最

終的に報告しなければならないのかを教えていただければと思います。 

 

（阿蘇保健所・小宮所長） 

 国は最初に病床数の必要量を出してきたと思いますが、私は、あれは目標値ではなく、

あくまで参考値であると認識しておりますので、必要量にとらわれるものではないと考

えているところです。そのため、後から検証は必要ないと考えています。医療政策課から

補足があればお願いします。 

 

（医療政策課・朝永主幹） 

 医療政策課の朝永でございます。甲斐先生のお話については、本日の会議の最後の方で

説明があるかと思いますが、資料７に病床をお持ちの医療機関の皆さまから毎年報告い

ただく、病床機能報告の結果についてまとめています。９ページが最新の２０２０年度阿

蘇地域の結果をまとめていまして、２０２０年７月１日時点の状況を令和２年度病床機

能報告と記載しております。上段が２０２０年７月１日の状況で下段が２０２５年７月

１日の見込みについて、医療機関の皆さまからご報告いただいたものをまとめています。

甲斐副議長と小宮所長からお話があった２０２５年の必要量については４４７床という

のが、地域医療構想のスタート時点で示されているものです。当時の人口推計に基づき算

出すると病床数が４４７床であり、それぞれの病床機能ごとに区分した病床が阿蘇地域

に必要な量であると出されたものであります。それに対して現状は、２０２０年７月１日

時点で７２０床、２０２０年時点で考える２０２５年の姿が６１３床となっています。そ

れぞれ前年と比較すると病床が減少している状況ですが、必要量よりは多いという状況

です。ただこれが、先程小宮所長からお話があったように、必ず必要量である４４７床を

下回らなければいけないのかというところは議論があるところだと思います。いま検証

のなかでも話があっているとおり、新型コロナウイルス感染症の対応、医療従事者の減少

になります医師の働き方改革への対応がございますので、この病床数が、現在の人口の状

況でみて適当かどうかについて、この調整会議の中で議論していただければと思います。

補足は以上です。 

 

（上村議長） 
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 はい、ありがとうございます。必要量は必ず下回らなければいけないものでもないかも

しれないということで、難しいですね。この数を必ず下回らなければいけないのかという

のは私どもが一番注目するところなんですね。以前もありましたが、回復期が足りないと

いうんですね。サブアキュート、回復期等、機能と診療報酬を別にカウントし、病床機能

がごちゃ混ぜになって、回復期が足りないという大誤解をしてしまっていますよね。少な

くとも柔軟に対応していただけるということですよね。 

 

（医療政策課・朝永主幹） 

 医療政策課の朝永でございます。そちらについては、地域医療構想の本体にも書いてい

ますし、当時の議論のなかでもお話していることになりますけれども、この４４７床につ

いては、削減目標というものではないことは、地域医療構想の中でも明確化しています。

小宮所長からもお話があったように、皆様の議論の目安となるような数字です。先程申し

上げましたが、新型コロナウイルス感染症や医師の働き方改革という要素も増えてきて

おりますので、そちらも踏まえて議論いただく内容かと考えております。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。あくまで目安ということですね。 

 他に何か御意見、御質問はありますか。辻委員お願いします。 

 

（辻委員） 

 私は本日はじめて会議に出席させていただいたので、この地域医療構想の進め方がよ

く分からないのですが。この地域医療構想調整会議での合意はどれほど有効性を持つも

のなのか分かりづらいのですが、ここで得られた合意は前に進められるという理解でよ

ろしいのですか。それとも、もっと上部の組織、あるいは指定とか認定とかいう制度上で

また後で制限が加わることはないのでしょうか。 

 

（医療政策課・朝永主幹） 

 医療政策課の朝永です。基本的に地域での合意に沿って進んでいくことになりますの

で、皆様で議論いただいた合意に沿って進めていくことになります。 

 

（辻委員） 

 ありがとうございました。 

 

（上村議長） 

 新聞にも載っていたのですが、地域で合意があっていた話を、その地域の首長がひっく

りかえしたという事例があり、これは私どもの学会でも問題になっています。何のために

この会議があるのかという根本的な、法的な位置づけとかいうところでしょうか。どのく
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らいの力があるのだろうかと、辻委員が核心をついたご質問をしていただいたと思いま

す。あくまで自主的あるいは相互関係のもとで目安まで示していただいていますが、その

合意したことが、覆されるということがあるというのは、私たちが非常に懸念するところ

です。基本的には、先程申し上げましたように、地域医療構想の会議は過疎地の医療をき

ちんと存続させるというのがおおもとの話で、都会ではそういう話にならないのではな

いかと思います。辻委員、阿蘇地域においてはそのようなことにはならないと思います。 

 

 他に何かございますか。地域医療構想の進め方については、非常に大事な話です。何か

御意見があれば話していただきたいと思います。 

 

都会の方では回復期が足りないからということで公立病院等が回復期等をとってしま

うという問題が非常に顕在化しており、民間病院を圧迫しているのではないかという話

も出ています。 

 本日の話は小国公立病院が地域になくてはならない病院であるということですが、本

当に集約化と非集約化をきちんと分析され、発表されていましたので、私どもには非常に

わかりやすかったです。高森委員、御意見はございませんか。 

 

（高森委員） 

 私は平成５年から、２９年ほど阿蘇の医療に携わっています。以前と比べますと、当た

り前ですが、阿蘇医療センター、小国公立病院も大変な時期があったと思いますが、この

県内で一番医師が少ないからこそ、数字や病床等、制度が変わってきていますので、県や

保健所長とも顔の見える関係で話し合いながら対応していきたいと思います。小国の患

者さんはやはり小国公立病院とおっしゃいますので、行政の言う数字や評価すること以

上にこの地区では大事であると思います。新型コロナウイルス感染症対応ではっきりし

ましたが、どこの圏域よりも保健所長や上村議長や甲斐副議長は一緒に約束をしていた

だいて、阿蘇独自のシステムを築いてくださいました。他の圏域からは人数が少ないから

だろうという意見も出ていましたが、逆に少ないからこそメリットがあると言いますか、

このような連携は取りやすいのではないか、そこが強みなので協力して県にあげれば、医

療政策課等も対応してくださると思います。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございました。コロナ禍だからこそ、このような顔の見える関係もで

きているのではないかと思います。 

 ありがとうございました。それでは、合意と確認に移ります。 

協議を踏まえ、今後の取組みとして資料２、２４ページの「協議方法」、２６ページの

「協議順序」のとおり、まず、病院に関して、この２４ページと２６ページのとおり進め

ていくこととしてよろしいでしょうか。御賛同いただける方は挙手をお願いします。 
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 【全員挙手】 

はい、ありがとうございます。 

 

これはわたくしの意見なのですが有床診療所については、前回予定に挙がっていたの

ですが、作業に取り掛かる前にコロナ禍になったものですから、調べたところによると、

有床診療所の先生方に保健所から説明に行かれたのが、４年前ほどになりますかね。 

 

（阿蘇保健所：宮﨑主任技師） 

 はい、御説明させていただきます。管内４つの有床診療所につきましては、平成３０年

の１１月にそれぞれの医療機関へ保健所から直接説明をさせていただいています。 

 

（阿蘇保健所：小宮所長） 

 補足なのですが、有床診療所の協議については、有床診療所の先生方に直接会議へ参加

いただくことに御了解いただいたのが４年前になります。ひとつ提案なのですが、今回事

前の調整が足りていませんでしたので、有床診療所の協議については、今日は決定せずに、

再度事務局から有床診療所の先生方に説明させていただき、御了解をいただいた後に、協

議方法と協議時期について、次回の調整会議で決定していただくことも可能かなと考え

ております。 

 

（上村議長） 

 ありがとうございます。それではその提案に賛同いただけますでしょうか。挙手にて確

認させていただきます。 

 

【全員挙手】 

はい、ありがとうございます。 

それでは、「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想の進め方について」は、

病院においては、資料２、２４ページの「協議方法」、２６ページの「協議順序」のとお

り進めていくこと、また、有床診療所は次回会議で決定することで合意といたします。 

事務局は、本日の意見も踏まえて、対応をお願いします。 

 

続きまして報告事項の３、地域医療支援病院の新たな責務について、事務局から説明を

お願いします。 

３ 地域医療支援病院の新たな責務について 【資料３】 
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（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

続きまして、報告②の３「地域医療支援病院の新たな責務」についてです。資料３にて

ご説明いたします。 

この地域医療支援病院については、阿蘇地域に該当する病院がありませんが、制度改正

がありましたのでご報告します。 

２ページをお願いします。地域医療支援病院については、令和３年度の医療法改正によ

って、新たに承認する際に調整会議で協議することと、管理者の責務として、新たに「県

知事が定める事項」が規定され、どのような責務を追加すべきか調整会議で協議すること

とされました。 

まず、地域医療支援病院には、現状、４つの機能として、①紹介患者に対する医療の提

供、②医療機器の共同利用の実施、③救急医療の提供、④地域の医療従事者に対する研修

の実施 が、求められているところです。 

今回の医療法改正の経緯としましては、厚労省の「特定機能病院及び地域医療支援病院

の在り方に関する検討会」の整理におきまして、地域医療支援病院には、地域の実情に応

じて、真に地域で必要とされる医療を提供することが求められている、とされ、具体的に

は、多くの地域で、「医師確保に資する体制整備」が課題となっているなか、医師の少な

い地域を支援することを役割に加えること、ですとか、求められる機能は地域でそれぞれ

異なることを踏まえ、都道府県知事の権限により、地域の実情に応じ、地域で検討された

要件を追加できるようにすべき、との整理がなされたことを受けて、制度改正されたもの

になります。 

３ページをお願いします。改正を踏まえた県での対応方針です。厚労省からは想定され

る責務の例として、枠内のアからエの４つが示されましたので、県全体の方針としては、

同様の項目を責務として定めることとしました。各調整会議においては、更に追加すべき

責務があるかどうかを協議することとされました。 

報告②の３の説明は以上です。               

 

（上村議長） 

 ありがとうございます。委員の皆さまから、何か御意見・御質問はございませんか。 

 荒尾委員、どうぞ。 

 

（荒尾委員） 

 阿蘇温泉病院の荒尾です。資料３の２ページ目の最後の方に書いてある、県内の医療機

関が１０ほど書いてありますが、阿蘇地域の医療機関は今回対象に挙がっていない状況

です。 

次の３ページのア）にあります、「医師の少ない地域を支援すること」とは阿蘇地域の

ことを指しているのでしょうか。それとも、病院を指すのでしょうか。 
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（医療政策課：村崎参事） 

 はい、医療政策課の村崎と申します。ご意見ありがとうございます。 

 今回、報告事項としまして、地域医療支援病院の役割としておりまして、阿蘇地域には

地域医療支援病院はなく、３ページでお示ししておりますア）～エ）の役割としましては、

現在指定されている各地域医療支援病院がそれぞれの圏域で担う役割を想定しておりま

すので、二次医療圏ごとの話になります。 

 阿蘇地域においても、各医療機関同士で連携いただいておりますので、そのような意味

では、すでに連携いただいているところもあるのかなと思います。 

 今回の報告内容については、他の圏域を参考までに御報告しているものになります。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。他に何かございませんか。 

特にないようでしたら、次に報告事項の４の医師の働き方改革について、事務局から説

明をお願いします。 

４ 医師の働き方改革について 【資料４】 

 

（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

 報告②の４「医師の働き方改革について」ご説明いたします。資料４をお願いします。 

２ページをお願いします。働き方改革については、３年前の２０１９年、平成３１年４

月に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」いわゆる「働き方改

革関連法」が施行され、全業種で長時間労働の是正に向けた取組みが行われています。 

医師については、時間外労働上限規制の適用が、法施行から５年後とされ、その間「医師

の働き方改革の推進に関する検討会」で議論が進められてきました。 

現在は、いよいよ迫って参りました、２年後の令和６年度の時間外労働上限規制適用に向

け、各医療機関で勤務環境改善や医師労働時間短縮計画策定に向けた取組みを進められ

ているところと存じます。 

少し飛びまして、７ページをお願いします。こちらは、医師の働き方改革をめぐる留意

点を整理したものです。左上、医療資源の最適配置の推進や地域間・診療科間の医師偏在

の是正、国民の適切な受診の推進等、長時間労働を生む構造的な問題への取組、右上、適

切な労務管理やタスク・シフト／シェアの推進等、医療機関内の働き方改革の推進を行う

必要があること、また、医師の診療業務の特殊性に留意が必要とされています。 

８ページをお願いします。これらの留意点を踏まえた、働き方改革関連法の医療分野へ

の適用のあり方を整理したものです。 

 １番目の時間外労働の上限規制についてですが、「医師を除いて」、既に上限規制が適用

されております。 
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 下から２番目、「労働時間の状況の把握」については、令和６年４月からの医師の時間

外労働上限規制適用に向けて、各医療機関で特に取り組んでいただくべき重要な項目で

す。 

９ページをお願いします。制度面での整備についてですが、「良質かつ適切な医療を効

率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が令和３

年５月２８日に公布されました。この中では、医師の働き方改革に関する項目として、令

和６年４月１日からの、医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、新医療法

において、長時間労働となる医師の労働時間短縮計画の作成、やむを得ず高い上限時間を

適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度が創設されること、および健康確保措

置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施が求められる点等

が記載されています。 

１０ページをお願いします。また、各医療関係職種の専門性の活用では、医療関係職種

の業務範囲の見直しで、タスク・シフト／シェアを推進して、医師の負担を軽減しつつ、

医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行うこと等も

示されています。 

１１ページをお願いします。新医療法の考え方の基盤となった、医師の働き方改革の現

状と目指すべき姿をまとめたものです。 

上段、２つ目の黒い四角にございますとおり、医師が健康に働き続けることのできる環境

を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される医療の

質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で、重要なこと

です。 

１３ページから、労働時間の管理についてご説明します。１４ページをお願いします。

医療機関で診療に従事する医師、つまり勤務医の時間外労働の水準については、その勤務

先医療機関の特性に応じて決められる仕組みとなりました。 

１５ページをお願いします。皆さま、一度は目にしたことがある資料かと思います。医

師の具体的な時間外労働上限時間についてですが、真ん中、「２０２４年４月～」との四

角で囲んでいるところをご覧ください。まず、原則となるＡ水準ですが、年間の時間外労

働の上限が９６０時間、月当たりにすると８０時間です。 

これでも、他の業種の労働者に適用される、左側の一般則の例外上限、年間７２０時間よ

り多くなりますので、下段にございますとおり、連続勤務時間制限・勤務間インターバル・

代償休息の「追加的健康確保措置」が医療機関の管理者に、努力義務として義務付けられ

ています。 

この原則以外に、特定労務管理対象機関、いわゆる特例水準として、地域医療確保の観

点からやむを得ず長時間労働になるＢ水準、集中的に技能を向上させるために長時間労

働を許容するＣ水準があり、それぞれ年間１，８６０時間までの時間外労働が認められま

す。いずれの水準についても、月の時間外労働は１００時間未満が原則となっています。 

このうち、Ｂ水準については、連携Ｂ水準も含め、右側の「将来」と記載のある箇所のと
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おり、「２０３５年度末(令和１７年度末、上限適用から１２年後)を目標に解消を目指す」

とされています。また、下段の追加的健康確保措置について、Ｂ水準、Ｃ水準では義務に

なっております。 

１６ページ、１７ページは、国から示されている、特例水準の対象医療機関の具体的な

要件です。まずは１６ページをご覧ください。Ｂ水準については、「医療機能」のところ

にあるとおり、救急医療、在宅医療を提供している医療機関で、「特に予見不可能で緊急

性の高い医療ニーズに対応」し、「政策的に医療の確保が必要」なものとされています。 

具体的には、下に記載のとおり、①三次救急医療機関、②指定を受ける前年の救急車受入

台数実績が１，０００台以上等の二次救急医療機関、③２４時間対応などの在宅医療にお

いて特に積極的な役割を担う医療機関、④精神科救急、小児救急、へき地で中核的な役割

を果たす医療機関、⑤高度のがん治療を行うなど特に専門的な医療を提供する医療機関

とされています。 

１７ページをお願いします。次に、連携Ｂ水準については、医師の派遣を通じて、地域

の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関であることが指定要件です。

こちらは熊本大学病院、地域医療支援病院、社会医療法人が想定されます。 

その下のＣ－１水準、Ｃ－２水準については、集中的に技能を向上させるために１，８

６０時間が許容される２つの水準の要件です。Ｃ－１水準は、初期臨床研修医及び専門研

修プログラムに参加する専攻医が対象となります。Ｃ－２水準は、高度技能、例えば難易

度の高い先進的な手術が考えられますが、この修得を目指す医師が対象となります。 

１８ページをお願いします。これらの特例水準が適用される医療機関内での取扱いに

ついてです。上の水色の箇所に記載しているとおり、各水準は、指定を受けた医療機関に

所属する全ての医師に適用されるわけではなく、指定業務に従事する医師にのみ適用さ

れます。図示しているとおり、Ｂ水準の機能を持つ救急医療機関であっても、業務によっ

ては「９６０時間以内の時間外労働」の範囲に収まるものがあるでしょうし、また、図で

示しているとおり「年間９６０時間超」となってしまう医師の業務が、複数の水準にわた

って該当する場合もあるでしょう。 

この場合、それぞれの水準についての指定を受ける必要があり、「特例水準医療機関に

勤務する医師全員が９６０時間を超える時間外労働を課される」わけではなく、指定され

る事由となった業務に従事する医師にのみ適用される点に留意が必要です。医師が携わ

る業務が混在する場合は、その医師がどちらの目的、立場で業務に従事しているのかをよ

く検討し、実態に沿う水準で指定申請を行う必要があります。 

１９ページをお願いします。こちらは、特例水準指定に当たっての基本的な流れです。

やむを得ず時間外労働時間が年間９６０時間を超える各医療機関が、特例水準となるた

めには、まず医師労働時間短縮計画、いわゆる時短計画を作成し、評価機能である医療機

関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、都道府県による指定を受ける流れとなり

ます。また、県からの指定後、月４５時間、年３６０時間の上限を超えて時間外勤務を行

うことについて、院内で３６協定を締結する必要があります。評価センターについては、
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今年４月に日本医師会が指定されました。 

２０ページは、医師の時間外労働の上限規制が本格導入される、令和６年４月までのス

ケジュールを整理したものです。令和６年度以降、年９６０時間を超えて時間外勤務をす

る医師がいる医療機関については、必ず令和５年度中に、３６協定の締結まで終わらせて

おく必要があります。 

２１ページをお願いします。こちらは、特例水準対象医療機関の要件を一覧にしたもの

です。「５ 都道府県医療審議会の意見聴取」さらにその右端の備考欄に、「実質的な議論

は、医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策協議会等の適切な場において行うこ

とを想定」とされています。 

本県では、この実質的な議論を各地域に設けている地域医療構想調整会議の場で行い、こ

の地域での議論、医療審議会での審議を経まして、県が３年間の期限で、特例水準適用医

療機関を指定することとなります。 

地域での議論が求められている趣旨は、指定する医療機関は、地域医療の観点から必須

とされる機能を果たす等のために、やむなく長時間労働となる医療機関であるため、所在

する各地域の医療提供体制を踏まえた判断となることからです。 

 例えば、現在救急医療の急性期を担っているＢ水準指定申請を行う医療機関が、地域に

おいて、近く回復期機能や慢性期機能を担うことが議論されている場合には、Ｂ水準の指

定は「整合的とは考えにくい」と判断される可能性があります。 

２２ページをお願いします。これら国の方針をもとに整理した、県の指定審査における

特例水準の指定要件です。 

こちらは、Ｂ水準の指定要件です。県では、各項目を「適」または「不適」で審査し、

全ての項目が「適」であることが、指定の前提条件となります。 

Ｂ水準については、先ほど挙げた、三次救急医療機関、救急車受入台数実績が１,００

０台以上等の二次救急医療機関、等の要件を満たす必要がありますので、項目１につきま

しては、この中のいずれか１つが「適」にならなければなりません。 

また、項目３～５の医師労働時間短縮計画の記載事項の内容については、下部の「参考」

欄に記載のとおり、評価センターによる評価結果を踏まえて判断することとなります。 

評価センターにおいては項目１の要件、例えば年間救急車受入台数や夜間・休日・時間

外入院件数を満たしているかについては評価されないようですので、そもそも国から示

されているこれらの要件に該当しているのか、県の審査の際に確認する必要があります。 

そのため、各医療機関において、必ず評価センターの評価受審前に、全ての項目が「適」

であることを確認しておくようにしてください。 

２３ページの連携Ｂ水準、２４ページのＣ－１水準、２５ページのＣ－２水準について

も同様です。 

県では、これらの指定要件を満たしているかを基準として、地域医療構想調整会議、医

療審議会で議論のうえ、指定するべきか否かを決定します。医療審議会の開催時期が、毎

年７月、１０月、１月、３月ですので、それに先立ち、まずは地域ごとの調整会議で議論
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を行います。 

そのため、本県では、遅くとも医療審議会の２か月前までに各医療機関からの申請をし

ていただくスケジュールを考えております。これにより、今年度は早くて３月の医療審議

会での議論に向けて手続きを進めることとなり、令和６年の上限適用前の最終の申請は、

来年１１月となる予定です。  

なお、評価センターの評価開始時期は今年の１０月頃からの予定とされていますが、詳

しくはこれからという状態です。また、評価センターの評価には、４か月～半年程度かか

ると想定されていますので、特例水準指定をお考えの医療機関には「あと２年ある」ので

はなく、早め早めの準備をしていただきたいと考えています。 

３２ページをお願いします。 

こちらは参考ですが、各医療機関の関心が高い「宿日直許可」についてご説明します。宿

日直許可を得ずに行う宿日直は通常の労働時間として取り扱う必要があるため、時間外

労働の上限規制の対象となります。しかし、労働基準監督署から宿日直許可を受ければ、

対象となる宿日直の時間については時間外労働の上限規制の対象でなくなります。 

３３ページをお願いします。医師等の宿日直許可の基準を整理したものです。宿日直許

可として認められる基準としては、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のも

のであり、常態として、ほとんど労働をする必要のないものである必要があります。具体

的には、定期的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とす

る働き方が対象です。また、宿日直許可は、一部の診療科のみ、一部の時間帯のみに限っ

て得ることも可能です。 

３４ページをお願いします。厚労省においては、医療機関からの宿日直許可申請に関す

るＷＥＢ相談窓口が設置されています。相談窓口では、「どういったケースで宿日直が許

可されるのか」「宿日直の許可申請はどのように行えばよいのか」という医療機関の相談

に丁寧に対応することとされていますので、労働基準監督署への相談は敷居が高いとお

感じの医療機関にも御活用いただけると思います。 

３５ページをお願いします。こちらも参考ですが、県では、熊本県医師会への委託事業

として「熊本県医療勤務環境改善支援センター」いわゆる「勤改センター」を設置し、令

和６年度までに各医療機関が取り組まなければならない労働時間短縮や勤務環境改善の

取組みなどを支援しています。 

資料４のご説明は以上です。 

 

（上村議長） 

 はい、ありがとうございました。委員の皆さまで何か御意見・御質問はございませんか。 

 特に病院の管理の方は一生懸命取り組んでいらっしゃるところだと思います。特に救

急が多いところや、宿日直届を出さないと大学病院から医師の派遣ができないという話

があったりしますね。 

 この医師の働き方改革については、すでに各医療機関で取り組んでいただいていると
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思います。この議題については地域医療構想での協議を行うことをご承知おきいただけ

ればと思います。 

 時間もかなり経過しておりますので、何か御意見・御質問はございませんか。ないよう

でしたら、次に報告事項の４の外来医療計画・外来機能報告等について、事務局から説明

をお願いします。 

 

５ 外来医療計画・外来機能報告について 【資料５】 

 

（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

  報告②の５、「外来医療計画・外来機能報告について」ご説明いたします。資料５を

お願いいたします。 

３ページをお願いします。まず、外来医療計画についてです。外来医療については、新

規開業が都市部に偏っていることや、診療所の専門化が進展しているなどの状況にある

なか、それぞれの連携については、個々の医療機関の自主的な取り組みにより構築されて

きたところですが、地域ごとの外来医療の偏在を把握したうえで、外来医療機関の間での

機能分化・連携の検討を進めることが有効とされ、医療計画において外来医療に係る医療

提供体制の確保に関する事項として、外来医療計画を策定することとされました。 

本県でも、各地域でのワーキンググループの検討を踏まえまして、「熊本県外来医療計

画」を策定したところでございます。 

４ページをお願いします。計画の内容について簡単にご説明します。現状・課題として

は、まず、外来医療を中心として担う診療所医師の偏在や高齢化があげられます。右の棒

グラフで示す人口１０万人当たりの診療所医師数、折れ線で示す６０歳以上の診療所医

師の割合など、地域によりばらつきがあります。 

また、地域医師会等から、後継者や医療従事者不足による診療所の閉鎖の増加、初期救

急等の継続に必要な協力医師の高齢化等の課題が挙げられています。 

５ページをお願いします。こうした各地域の実情を踏まえ、県の外来医療計画では、「外

来医療機能の分化・連携の推進」と「外来医療を担う医師の養成確保」を２つの柱として、

右側のような取り組みを推進することとしています。 

以上が、外来医療計画の内容になりますが、計画を策定した後、新型コロナ対応を優先

してきた関係から、具体的な運用につなげられていない項目について、今年度より取り組

んでいきたいと考えています。 

６ページをお願いします。具体的に取り組む事項としまして、まずは、医療機器の共同

利用の推進です。ＣＴ等の対象機器について、圏域ごとの保有台数は把握していますので、

まずは共同利用の実態について調査したいと考えております。また、これらの機器を新規

購入する場合に、共同利用の意向を確認する取組みも始めたいと考えております。 
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国の外来医療に係るガイドラインによると、紹介患者への利用も、共同利用にあたると

いうことで、既に取り組まれている部分も多いものではありますが、共同利用の更なる推

進のため、その実態を情報共有し、見える化を図っていきたいと考えております。 

２点目は、新規開業医師への協力意向確認です。新規に一般診療所を開設する医師に対

して、届出の際に、初期救急や産業医等の外来医療機能を地域で担っていただけるか、意

向を確認するものです。確認する項目について、今後、調整会議で協議して決定していた

だきたいと考えています。こちらも、確認した結果を地域調整会議で共有し、見える化を

図っていきたいと考えております。 

これらの意向確認については、下の枠内にありますとおり、県で定める確認様式を管轄

保健所に提出することとし、とりまとめたものを調整会議で報告する流れを考えており

ます。 

７ページをお願いします。本日は、今後協議いただく際のイメージをお持ちしました。

令和元年度に開催いただいたワーキンググループの議論などを踏まえ、このイメージを

ベースとして、協力の有無を確認する外来医療機能を今年度中に決定していきたいと考

えております。阿蘇地域の場合、すべての分野で、体制の維持や確保が必要との議論がな

されていましたので、下の枠にありますとおり、５つの項目を、意向確認してはどうかと

現時点では考えております。  

続きまして、外来機能報告について、です。９ページをお願いします。まずは厚生労働

省の資料になります。１の外来医療の課題としまして、患者の医療機関の選択に当たり、

外来の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向があるなか、一部の医療機

関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担といった課題が生じていま

す。また、人口減少や高齢化、外来医療の高度化が進む中、かかりつけ医の機能強化とと

もに、外来機能の明確化、連携を進める必要があるとされています。 

方向性として、四角枠のなかですが、①の外来機能報告を実施することと、その結果を

踏まえ、②地域の協議の場において、連携に向けて必要な協議を行うこととされました。

また今年度は、右矢印の先で、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担

う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）、こちらは、「紹介受診重点医療機

関」という名前が付けられていますが、こちらを明確化する取組みを進めることとされま

した。厚労省の狙いとしては、下のイメージ図にありますが、患者の方が、まずは、かか

りつけ医機能を有する医療機関を受診し、必要に応じて、紹介を受けて「紹介受診重点医

療機関」を受診し、症状が落ち着いてきたら、逆紹介という形で、かかりつけ医に戻って

いく、といった受診の流れを構築し、病院の外来患者の待ち時間の短縮や、勤務医の外来

負担の軽減、働き方改革に寄与することを目指すとされています。 

１０ページをお願いします。紹介受診重点医療機関の説明になります。まず、左側に外

来機能報告の説明がございます。今年度から始まる外来機能報告では、○のひとつめ、入

院前後の外来や、高額の医療設備を必要とする外来を、医療資源を重点的に活用する外来、

いわゆる重点外来と位置づけ、その実施状況ですとか、○の２つめ、紹介・逆紹介の状況、
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また、○の３つめ、紹介受診重点医療機関、つまり、紹介患者への外来を基本とする医療

機関になる「意向の有無」を確認することとされています。 

 

右側の枠内に、地域の協議の場とございます。外来機能報告の結果を踏まえ、①基準を満

たした医療機関や、②基準は満たしていなくとも、紹介受診重点医療機関になる意向を有

する医療機関について、紹介率・逆紹介率等を参考として地域で協議いただき、どの医療

機関を紹介受診重点医療機関とするか、地域で決定することとされています。 

１１ページをお願いします。厚労省が示す外来機能報告のスケジュールになります。今

年度はまず、厚労省が対象医療機関を抽出した上で外来機能報告の依頼がなされます。そ

の後、１０月頃に県へ提供される結果をもとに、地域調整会議において、「紹介受診重点

医療機関」を決定することとされています。 

１２ページをお願いします。「紹介受診重点医療機関」の基準について簡単にご説明し

ます。まず、①から③のいずれかの機能を有する外来を「重点外来」と定義されています。

①は、医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来として、例えば手術コードを算定し

た入院の前後３０日間の外来受診などが該当します。②高額の医療機器を必要とする外

来として、外来化学療法加算を算定しているなどがあげられています。  

さらに、１３ページをお願いします。先ほどの「重点外来」が、初診の外来件数のうち

４０％以上、再診の外来件数のうち２５％以上を満たす医療機関が、重点外来基準を満た

す医療機関として、「紹介受診重点医療機関」の候補となってまいります。 

現在、厚労省において、レセプトデータなどからこれらの情報を収集し、対象医療機関

の抽出を行っているところと伺っております。 

１４ページをお願いします。紹介受診重点医療機関の決定に際しては、紹介率・逆紹介

率を指標として検討することとされています。 

以上が厚労省の示した取組み内容になりますが、ただし、これらの基準を満たせば自動

的に「紹介受診重点医療機関」となる訳ではございません。県の対応としまして、資料の

１５ページをお願いします。 

そもそも、医療機関の役割分担につきましては、これまでの地域での病診連携として、

外来機能も含め、地域で構築されてきた経緯があるかと思います。 

また、かかりつけ医の機能を病院が担うこともあるなど、かかりつけの医療機関と紹介

患者への外来を基本とする医療機関とを明確に分けることは現実的でない部分があるか

と思います。 

そのような状況を踏まえ、今後、調整会議において、①重点外来基準に該当するが、紹

介受診重点医療機関となる意向を有さない医療機関、逆に、②重点外来基準に該当しない

けれども、意向を有する医療機関 を対象として、どの医療機関を「紹介受診重点医療機

関」とするか、そもそも、「紹介受診重点医療機関」と位置付ける医療機関があるかどう

か、１２月頃に厚労省から医療機関ごとの外来機能報告結果が提供される予定ですので、

その結果を踏まえて、調整会議で協議いただきたいと考えております。 



- 29 - 

１６ページをお願いします。定額負担の対象病院拡大について、ということで、下の表

の点線枠で拡大と示してありますが、今年度決定された「紹介受診重点医療機関」のうち、

一般病床２００床以上の病院は、現行の特定機能病院や地域医療支援病院と同様に、定額

負担制度の徴収義務対象に加えることとされています。 

１７ページは参考までにご覧ください。資料５の説明は以上になります。 

 

（上村議長） 

はい、ありがとうございました。委員の皆さまで何か御意見・御質問はございませんか。 

 

（甲斐副議長） 

 阿蘇医療センターの甲斐です。資料の６ページについて質問をしたいのですが、具体的

に取り組む事項の※１医療機器の共同利用に関するものに、以前からＣＴやＭＲＩ、ＰＥ

Ｔ等書いてありますけれども、この５つの医療機器に限定されるのでしょうか。骨密度計

等、それ以外の医療機器は含まれないのでしょうか。 

 

（医療政策課：村崎参事） 

 医療政策課の村崎です。ご意見ありがとうございます。 

 現在、※１で示しております５つの医療機器については、県の医療計画で配置状況を例

示的に示しているものです。そのため、甲斐先生がおっしゃるとおり、ここに記載してい

る医療機器以外でも共同利用すべきものがあれば、５つの医療機器と同様に共同利用の

意向や配置状況を確認していきたいと思いますので、ぜひ、必要な医療機器についてはご

教示いただけますと幸いです。 

 

（上村議長） 

はい、ありがとうございます。他に何か御意見・御質問はございませんか。 

 これは非常に医療提供側の一方的な形で患者目線が全くありませんので、現実的にど

うかなと思ったりします。私どもは約３年前に外来医療計画の策定に取り組みました

が、時間が経ち、ぼやけてきており、医師の偏在問題も話し合ったと思いますが、コロ

ナ禍になりましたので、また検討していかなければならないですね。 

 先程から医療の話ばかりですので、非医療の委員の皆さまは質問しづらいと思います

が、もう少しお付き合いください。 

 次に、報告事項の６の令和４年度地域医療構想関係予算の概要について、事務局から

説明をお願いします。 

 

６ 令和４年度地域医療構想関係予算の概要について 【資料６】 
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（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

県地域医療構想関係予算の概要についてご説明いたします。資料６をお願いいたしま

す。 

２ページをお願いいたします。左側に今年度予算の方向性としまして、各医療機関で

の検討や地域における協議を促進する観点から、３つの項目を設定しております。これら

の方向性に基づき、地域ごとの取組段階や議論の熟度に応じて活用できるよう、様々な支

援策を準備しており、令和４年度では総額約６．６億円を当初予算に計上しております。 

３ページをお願いいたします。主な事業について概要を御説明いたします。上から２つ

目と３つ目になりますが、病床機能再編推進事業として、複数の医療機関で行う病床機能

の再編について、計画策定に係る経費を補助するソフト分と、策定した計画に基づき行う

施設・設備整備費用を補助するハード分とを準備しています。今後、具体的対応方針の検

討を進めるなかで、複数医療機関での連携を検討される場合に、ご活用いただけるものと

なります。 

一番下の「医療機能分化・連携調査研究支援事業」は、将来の病床機能の分化・連携に

向け、医療関係団体が行う調査・研究経費を補助するものになります。 

４ページをお願いいたします。一番上に、「病床機能再編支援事業」とございます。令

和２年度に国が創設したものですが、調整会議の合意を踏まえて行う医療機関の自主的

な病床の再編や減少に対し、病床の減少数に応じて給付金を交付するものでございます。 

こちらの事業については、５ページ、６ページに参考資料を添付しておりますので後程

ご確認いただければと思います。 

また、そのほか、不足する病床機能に転換する際に必要となる、施設・設備整備、医療

機器の購入費を補助する事業を予算化しております。 

これらの事業につきまして、今後、医療機関における具体的対応方針の検討促進につな

がるよう、県ホームページなどで周知を図ってまいります。 

また、事業によっては、実施にあたり地域調整会議での協議を必要としていますので、

今後ご協議のほどよろしくお願いいたします。ご説明は以上です。 

 

 

（上村議長） 

はい、ありがとうございました。委員の皆さまで何か御意見・御質問はございませんか。 

 補助金関係について個別で問い合わせを行う際には、どちらに行うとよいですか。 

 

（医療政策課：朝永主幹） 

 医療政策課へご相談いただければと思います。 

 

（上村議長） 
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はい、ありがとうございました。何か他に御意見・御質問はございませんか。 

特にないようでしたら、最後にその他について、事務局から報告があればお願いします。 

 

７ その他（病床機能報告結果について） 【資料７】 

 

（阿蘇保健所・宮﨑主任技師） 

報告②の７、その他は病床機能報告結果についてです。資料７をお願いいたします。 

病床機能報告については、毎年７月１日時点の状況をご報告いただいておりますが、今

回、令和元年度、令和２年度についてご報告いたします。 

本日は、直近の令和２年度の結果について概要をご説明いたします。おめくりいただき、

２ページをお願いします。下の表に記載のとおり、報告対象医療機関数は９で、令和元年

度から２医療機関、３３床の減少となっております。 

９ページをお願いします。表の左から４列目の「令和２年度病床機能報告」欄をご覧く

ださい。病床機能ごとに、１段目にＡとして、基準日である令和２年７月１日時点の病床

機能、２段目にＢとして、基準日後である２０２５年の見込み、３段目にＢ－Ａとして増

減を記載しています。 

基準日から２０２５年への増減を見ますと、急性期は同数で、回復期及び慢性期は減少

となっています。 

介護保険施設等へ移行する病床については、表の下から３段目に記載のとおり、２０２

５年までに１０４床が移行する見込みとなっています。 

上の表に戻り、右から２列目、②－①は、前年度報告との比較を記載しております。 

なお、令和２年度は新型コロナの影響を最も受けた年ですので、県では、病床機能の動

きも含め、こういった結果に関する分析を引き続き進めていきたいと考えています。 

その他のページはついては、構想区域ごとのデータを記載しております。資料７の説明

は以上です。 

     

              

（上村議長） 

はい、ありがとうございます。何か御意見・御質問はございませんか。 

病床機能報告については、この会議で毎年度報告されているんですね。 

 

（医療政策課：朝永主幹） 

 その通りでございます。コロナ禍で調整会議が中断しておりましたので、今回は久しぶ

りの御報告となっております。 
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（上村議長） 

 はい、ありがとうございます。何か他に御意見・御質問はございませんか。時間が超過

してしまいましたが、特に御意見等ないようでしたら、本日予定されていた議題及び報告

事項は以上です。 

 皆様には、円滑な進行に御協力いただき、ありがとうございました。 

 進行を事務局にお返しします。 

 

（阿蘇保健所・佐藤課長） 

上村議長ならびに皆様方には、大変熱心に御協議いただき、ありがとうございました。 

本日御発言できなかったことや、新たな御提案などございましたら、御意見・御提案書に

より、本日から１週間以内にファックス又はメールで阿蘇保健所までお送りいただけれ

ば、幸いでございます。 

それでは、大変長時間になりましたが、以上をもちまして会議を終了させていただきま

す。本日はありがとうございました。 

 


